
 

2024 年 3 月 

事業者の皆様へ 

公立大学法人大阪理事長 

 

再委託（再々委託）に関する取扱い 

 

公立大学法人大阪（以下「法人」という。）が締結する業務委託又は賃貸借の契約におい

て、契約の相手方（以下「受注者」という。）が、業務の一部を第三者に再委託（再々委託）

する場合の取扱いについて、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

○受注者は、法人の承諾がある場合を除き、業務の一部を第三者に再委託（再々委託）する

ことはできません。業務の一部を再委託（再々委託）する場合は、必ず事前に別紙「再委

託（再々委託）承諾申請書」に必要事項を記入し、「誓約書（下請用）」とともに、当該事

業の主管課に提出してください。  

○なお、同一案件の競争入札における他の入札参加者に再委託（再々委託）すること又は出

向させることは認められません。 

○以上については、再委託先が、再々委託を行う場合についても同様の取扱いとします。 

なお、再々委託された者が、更に第三者に再委託することは認められません。 

 

【参考】法人が再委託（再々委託）を承諾する場合に付する条件 

（１）受注者は、業務の一部を再委託（再々委託）する場合は、再委託（再々委託）先の名称、

再委託（再々委託）する理由、再委託（再々委託）して処理する内容、再委託（再々委託）

先において取り扱う情報、再委託（再々委託）先における安全性及び信頼性を確保する対

策並びに再委託（再々委託）先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。 

（２）受注者は、再委託（再々委託）先に本契約に基づく一切の義務を順守させるとともに、

発注者に対して、再委託（再々委託）先の全ての行為及びその結果について責任を負うも

のとする。 

（３）受注者は、再委託（再々委託）先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履

行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しな

ければならない。 

（４）受注者は、発注者自らが再委託（再々委託）先に対して再委託（再々委託）された業務

の履行状況を管理・監督することについて、再委託（再々委託）先にあらかじめ承諾させ

なければならない。 

 

 



年 月 日 
 
公立大学法人大阪 
理事長 福島 伸一 様 

 

再 委 託（再 々 委 託）承 諾 申 請 書 

 

    

 

                         

                                          
 
 
 契約の履行に当たり、業務の一部を下記のとおり再委託（再々委託）したいので、承諾いただきますよう 
お願いいたします。 
 

記 
 

 
業 務 名 称 

 

 
 
 

 
再委託（再々委託）の期

間 
 

 
   年   月   日  ～     年   月   日 

 

再委託（再々委託）する

理由 
（具体的に記載すること） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

再委託（再々委託）をす

る業務内容 

 

再委託（再々委託）の相

手方（住所・電話番号・

会社名・代表者名） 
 

 

住所 
 
事業者名 

 
代表者名 

 



（下請用） 

事  業  名：                                    

契約の相手方：                                    

誓 約 書                                                       

公立大学法人大阪（以下「法人」という。）が発注する工事等（以下「法人発注工事等」

という。）に係る契約の履行に当たって、大阪府暴力団排除条例、大阪市暴力団排除条例及

び大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則

を遵守し、下記事項について誓約します。 

記 

１ 私は、法人発注工事等を受注するに際して、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当

介入対応要綱第２条第３号に掲げる暴力団員及び同条第４号に掲げる暴力団密接関係者

のいずれにも該当しません。 

        

２ 私は、暴力団員及び暴力団密接関係者の該当の有無を確認するため、法人から役員名簿

等の提出を求められたときは、速やかに提出します。 

 

３ 私は、本誓約書及び役員名簿等が法人から大阪府、大阪市及び大阪府警察本部に提供さ

れることに同意します。 

 

４ 私が本誓約書１に該当する事業者であると判明した場合は、大阪府及び大阪市に通知す

るとともに、法人ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。 

 

５ 私が公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第２条第５号に規定する

下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等から誓約書を徴し、元請負人を通じて当

該誓約書を法人に提出します。 

 

６ 私の使用する下請負人等が、本誓約書１に該当する事業者であると判明し、法人から下

請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該

指導に従います。 

 

公立大学法人大阪理事長 様 

  年  月  日 

・所在地 

・事業者名 

・代表者               印 

                         （契約書に押印する印鑑と同一印） 

・代表者の生年月日       年  月  日 

 

【備考】本書類に記載された個人情報は、個人情報の保護に関する法律およびその他の関係法令並びに本法人の関係規

程を遵守したうえで適正に取り扱うものとし、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱に基づき実施す

る暴力団排除措置及び不当介入対応以外の目的には使用しません。 
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